
マイナンバーカード 受取時の持ち物 

申請者本人が窓口で受け取る場合（15 歳未満及び成年被後見人を除く） 

 

チェック欄 持ち物 （原本に限ります。コピー不可） 

 
交付通知書（はがき） 

◎裏面の回答書の氏名・住所欄を必ず記入し、お持ちください。 

 
通知カード（お持ちの方のみ） 

 

本人確認書類（ウェブページに掲載された「本人確認書類一覧」と併せてご

確認ください） 

① 又は ②の書類をお持ちください。 

①Ａ区分から１点 

②Ｂ区分から２点 

 元々のマイナンバーカード（更新・再交付でお持ちの方） 

交付通知書を紛失し、通知カード 又は 個人番号通知書を持参する場合 

本人確認書類については、③ 又は ④の書類をお持ちください。 

③Ａ区分から１点 

④Ｂ区分から２点 

※受取窓口で照会・回答書の記入をお願いしています 

交付通知書を紛失し、通知カード 又は 個人番号通知書の持参不可（更新・再交付を含む）な場合 

交付通知書等がなくても、Ａ区分の本人確認書類の提示に加えて、次のいずれの確認ができれ

ば受取可能です。 

・もう１点別の本人確認書類の提示 

・提示したＡ区分の本人確認書類の暗証番号の照合 

・窓口に設置されている機器による提示したＡ区分の本人確認書類のＩＣチップ情報の確認 

・窓口で、住民票の記載事項等の本人しか知り得ない質問に答えられること 

 

※交付通知書等を紛失及びＡ区分の本人確認書類をお持ちでない場合は、お住まいの区の区役所戸

籍課登録担当まで連絡し、交付通知書の再発行手続をしてから、カードをお受け取りください。 

 

 

 

 

横浜市マイナンバーカード専用ダイヤル 電話：0120-321-590 ファクス：045-350-8484 

平日：8:30～20:00 土日祝：9:00～17:30 

(ケースにより、お住まい区の区役所戸籍課に問合せをお願いする場合があります) 

※通知カードを自宅以外で紛失された場合は、警察署で遺

失物の届出の上、遺失物届出受理の控えをご持参くださ

い。また、窓口で紛失届の記入が必要です。 



交付通知書（はがき裏面）の書き方見本 

申請者本人が窓口で受け取る場合（15 歳未満及び成年被後見人を除く） 

 

 

 

記入部分 


